
5月 3日・憲法記念日
4日・みどりの日
5日・こどもの日

（皐月） MAY

税法上の特例の適用要件として、申告書の提出や申告書に一定
の書類を添付することが求められている場合等に、申告書等の提
出がなかったときでも、その提出がなかったことについてやむを
えない事情があると税務署長が認めるときには、その後、申告書
等を提出すれば適用を認める規定。
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5 2010

ワンポイント

5月の税務と労務

宥恕（ゆうじょ）規定

国　税／4月分源泉所得税の納付
5月10日

国　税／3月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等） 5月31日

国　税／9月決算法人の中間申告
5月31日

国　税／6月、9月、12月決算法人の
消費税等の中間申告
（年3回の場合） 5月31日

国　税／個人事業者の消費税等の中
間申告（年3回の場合）5月31日

国　税／確定申告税額の延納届出に
よる延納税額の納付

5月31日
国　税／特別農業所得者の承認申請

5月17日
地方税／自動車税・鉱区税の納付

都道府県の条例で定める日

カリフォルニアゴールドポピー
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少
子
化
対
策
の
観
点
か
ら
、
長
時

間
労
働
を
抑
制
し
て
、
持
続
可
能
で

安
心
で
き
る
社
会
を
作
る
た
め
に
、

「
仕
事
と
生
活
の
調
和
」
を
促
進
す
る

と
と
も
に
、
特
に
、
子
育
て
や
介
護

な
ど
を
担
っ
て
い
る
労
働
者
に
つ
い

て
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
等
を

よ
り
一
層
進
め
て
、
働
き
や
す
い
雇

用
環
境
を
整
備
す
る
目
的
で
、
育

児
・
介
護
休
業
法
が
改
正
さ
れ
ま
し

た
。平

成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら

実
施
さ
れ
る
主
な
改
正
点
を
説
明
し

ま
す
。

出
産
後
八
週
間
以
内
の
育
児
休
業
に

関
す
る
特
例

育
児
休
業
の
申
出
の
回
数
は
、
特

別
の
事
情
が
な
い
限
り
一
人
の
子
に

つ
き
一
回
が
原
則
で
す
が
、
改
正
後

は
、
配
偶
者
の
出
産
日
後
八
週
間
以

内
に
父
親
が
最
初
の
育
児
休
業
（
八

週
間
以
内
に
育
児
休
業
が
終
了
し
て

い
る
こ
と
）
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、

特
例
と
し
て
、
特
別
の
事
情
が
な
い

場
合
で
あ
っ
て
も
再
度
の
育
児
休
業

の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

こ
の
特
例
の
対
象
期
間
は
、
原
則

と
し
て
出
生
日
か
ら
八
週
間
後
ま
で

の
間
で
す
が
、
出
生
日
が
出
産
予
定

日
前
か
後
か
に
よ
り
、
特
例
対
象
期

間
は
異
な
っ
て
き
ま
す
。

a

出
産
予
定
日
前
に
子
が
出
生
し

た
場
合

出
生
日
か
ら
そ
の
出
産
予
定
日

か
ら
起
算
し
て
八
週
間
を
経
過
す

る
日
の
翌
日
ま
で
が
特
例
対
象
期

間
s

出
産
予
定
日
後
に
子
が
出
生
し

た
場
合

出
産
予
定
日
か
ら
出
生
の
日
か

ら
起
算
し
て
八
週
間
を
経
過
す
る

日
の
翌
日
ま
で
が
特
例
対
象
期
間

た
と
え
ば
六
月
一
日
出
産
予
定
の

場
合
、
五
月
二
十
五
日
に
出
産
し
た

と
き
は
五
月
二
十
五
日
〜
七
月
二
十

七
日
（
六
月
一
日
か
ら
起
算
し
て
八

週
間
後
）
ま
で
、
六
月
五
日
に
出
産

し
た
と
き
は
六
月
一
日
〜
七
月
三
十

一
日
（
六
月
五
日
か
ら
起
算
し
て
八

週
間
後
）
ま
で
が
、
特
例
対
象
期
間

と
な
り
ま
す
。

パ
パ
・
マ
マ
育
休
プ
ラ
ス

父
母
と
も
育
児
休
業
を
取
得
す
る

場
合
の
育
児
休
業
取
得
可
能
期
間
が
、

子
ど
も
が
一
歳
二
カ
月
に
達
す
る
ま

で
と
な
り
、
現
行
よ
り
二
カ
月
延
長

さ
れ
ま
す
（「
パ
パ
・
マ
マ
育
休
プ
ラ

ス
」
と
い
う
）。

た
だ
し
、
父
親
と
母
親
一
人
ず
つ

が
取
得
で
き
る
休
業
期
間
（
女
性
の

場
合
は
、
出
生
日
以
後
の
産
前
・
産

後
休
業
期
間
を
含
む
）
の
上
限
は
、

現
行
と
同
様
一
年
間
で
す
。

こ
の
特
例
の
対
象
と
な
る
た
め
に

は
、
配
偶
者
（
事
実
婚
関
係
に
あ
る
者

を
含
む
）
が
子
の
一
歳
到
達
日
以
前
の

い
ず
れ
か
の
日
に
お
い
て
育
児
休
業

を
し
て
い
る
こ
と
が
要
件
と
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
次
の
育
児
休
業
に
つ

い
て
は
特
例
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

a

本
人
の
育
児
休
業
開
始
予
定
日

が
、
子
の
一
歳
到
達
日
の
翌
日
後

で
あ
る
場
合

s

本
人
の
育
児
休
業
開
始
予
定
日

が
、
配
偶
者
が
し
て
い
る
育
児
休

業
の
初
日
前
で
あ
る
場
合

子
の
看
護
休
暇
制
度

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま

で
の
子
が
ケ
ガ
や
病
気
に
か
か
っ
た

と
き
に
は
、
そ
の
子
の
世
話
等
を
行

う
た
め
の
休
暇
（
子
の
看
護
休
暇
）

と
し
て
、
一
年
度
に
お
い
て
、
年
次

有
給
休
暇
と
は
別
に
、
労
働
者
一
人

に
つ
き
五
労
働
日
（
今
般
の
改
正
で
、

前
記
の
子
が
二
人
以
上
の
場
合
は
一

〇
労
働
日
に
拡
充
）
を
限
度
に
、
事
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業
主
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

子
の
看
護
休
暇
制
度
の
導
入
が
事

業
主
の
義
務
で
あ
る
た
め
、
事
業
主

は
、
労
働
者
か
ら
看
護
休
暇
の
申
出

が
あ
っ
た
と
き
は
、
経
営
困
難
、
事

業
繁
忙
そ
の
他
ど
の
よ
う
な
理
由
が

あ
っ
て
も
、
そ
の
申
出
を
拒
む
こ
と

は
で
き
ず
、
し
か
も
育
児
休
業
と
は

異
な
り
、
看
護
休
暇
を
取
得
す
る
日

を
変
更
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

な
お
、
ケ
ガ
や
病
気
の
種
類
及
び

程
度
に
は
、
特
段
の
制
限
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
風
邪
に
よ
る
発
熱
な
ど

短
期
間
で
治
ゆ
す
る
病
気
や
小
児
ぜ

ん
そ
く
、
若
年
性
糖
尿
病
と
い
っ
た

慢
性
疾
患
も
対
象
と
な
り
ま
す
。
ま

た
改
正
後
は
ケ
ガ
や
病
気
に
か
か
っ

て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
予
防

接
種
や
健
康
診
断
な
ど
病
気
の
予
防

を
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の
も
含
ま

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

所
定
外
労
働
の
制
限
（
残
業
の
免
除
）

の
義
務
化

三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る

労
働
者
が
、
育
児
休
業
を
し
な
い
で

就
業
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
残
業
免

除
の
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
事
業

主
は
、
事
業
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ

る
場
合
を
除
き
、
所
定
労
働
時
間
を

超
え
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
労
使
協
定
に

よ
り
、
①
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
た
期
間

が
一
年
未
満
の
労
働
者
及
び
②
一
週

間
の
所
定
労
働
日
数
が
二
日
以
下
の

労
働
者
を
制
限
の
対
象
外
と
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

所
定
労
働
時
間
の
短
縮
措
置
（
短
時

間
勤
務
）
の
義
務
化

三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る

労
働
者
で
あ
っ
て
育
児
休
業
を
し
て

い
な
い
者
（
一
日
の
所
定
労
働
時
間

が
六
時
間
以
下
で
な
い
こ
と
）
が
申

出
を
し
た
と
き
に
は
、
所
定
労
働
時

間
を
短
縮
す
る
措
置
（
一
日
の
所
定

労
働
時
間
を
原
則
と
し
て
六
時
間
と

す
る
措
置
を
含
む
）
を
講
じ
る
こ
と

が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
労
使
協
定
に
よ
り
、
前

記
①
及
び
②
の
労
働
者
と
、
③
業
務

の
性
質
ま
た
は
業
務
の
実
施
体
制
に

照
ら
し
て
、
短
時
間
勤
務
制
度
を
導

入
す
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る

業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
を
、
短
時

間
勤
務
制
度
の
対
象
外
と
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

＊

現
行
で
は
、
育
児
休
業
を
し
な

い
で
就
業
す
る
労
働
者
に
つ
い
て

は
、
①
短
時
間
勤
務
制
度
、
②
残

業
免
除
の
制
度
、
③
フ
レ
ッ
ク
ス

タ
イ
ム
制
度
、
④
始
業
・
終
業
時

刻
の
繰
下
げ
・
繰
上
げ
制
度
、
⑤

託
児
施
設
の
設
置
運
営
等
の
う
ち

い
ず
れ
か
の
措
置
を
選
択
し
て
講

じ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

改
正
に
よ
り
、
労
働
者
が
就
業
し

つ
つ
三
歳
未
満
の
子
を
養
育
す
る

こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
短

時
間
勤
務
制
度
及
び
残
業
免
除
の

制
度
の
導
入
が
義
務
化
さ
れ
て
、

必
ず
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
制

度
と
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。

小
学
校
就
学
前
の
子
を
養
育
す
る
労

働
者
に
関
す
る
措
置

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま

で
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
に
関
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
子
の
年
齢
に
応
じ
て

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

a

一
歳
未
満
の
子
を
養
育
す
る
育

児
休
業
を
し
て
い
な
い
労
働
者

始
業
時
刻
変
更
等
の
措
置

s

一
歳
か
ら
三
歳
に
達
す
る
ま
で

①
　
育
児
休
業
に
関
す
る
制
度

②
　
始
業
時
刻
変
更
等
の
措
置

d

三
歳
か
ら
小
学
校
就
学
の
始
期

に
達
す
る
ま
で

①
　
育
児
休
業
に
関
す
る
制
度

②

所
定
外
労
働
の
制
限
（
残
業

の
免
除
）
に
関
す
る
制
度

③
　
短
時
間
勤
務
制
度

④
　
始
業
時
刻
変
更
等
の
措
置

介
護
休
暇

要
介
護
状
態
（
ケ
ガ
・
病
気
、
身

体
上
ま
た
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
、

二
週
間
以
上
に
わ
た
り
常
時
介
護
を

必
要
と
す
る
状
態
を
い
う
）
に
あ
る

対
象
家
族
（
配
偶
者
、
父
母
、
子
な

ど
）
の
介
護
等
の
世
話
（
介
護
、
通

院
等
の
付
添
い
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
手
続

き
の
代
行
等
必
要
な
世
話
を
い
う
）

を
行
う
労
働
者
は
、
事
業
主
に
申
し

出
て
、
一
の
年
度
に
お
い
て
労
働
者

一
人
あ
た
り
五
労
働
日
（
要
介
護
状

態
に
あ
る
対
象
家
族
が
二
人
以
上
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
〇
労
働
日
）

を
限
度
に
、
そ
の
世
話
を
行
う
た
め

の
介
護
休
暇
を
取
得
で
き
る
制
度
が

創
設
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
①
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
た

期
間
が
六
カ
月
未
満
の
労
働
者
及
び

②
週
所
定
労
働
日
数
が
二
日
以
下
の

労
働
者
に
つ
い
て
は
、
労
使
協
定
で

介
護
休
暇
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
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適
用
事
業
所
を
廃
止
等
さ
せ
る
場

合
に
は
「
適
用
事
業
所
全
喪
届
」
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、

こ
の
際
、
事
実
確
認
の
た
め
次
の
書

類
を
添
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①

解
散
登
記
の
記
載
が
あ
る
法
人

登
記
簿
謄
本
の
写
し

②

雇
用
保
険
適
用
事
業
所
廃
止
届

（
事
業
主
控
え
）
の
写
し

③

合
併
、
解
散
、
休
業
等
異
動
事

項
の
記
載
が
あ
る
法
人
税
・
消
費

税
異
動
届
の
写
し
ま
た
は
給
与
支

払
事
務
所
等
の
廃
止
届
の
写
し

④

休
業
等
の
確
認
が
で
き
る
情
報

誌
、
新
聞
等
の
写
し

⑤

事
業
廃
止
等
を
議
決
し
た
取
締

役
議
事
録
の
写
し

⑥

適
用
事
業
所
に
該
当
し
な
く
な

っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類

な
お
、
①
ま
た
は
②
以
外
の
場
合

に
は
、
原
則
と
し
て
三
カ
月
以
内

に
、
廃
業
や
休
業
の
事
実
を
確
認
す

る
た
め
に
電
話
や
文
書
に
よ
る
照
会

や
実
地
調
査
が
行
わ
れ
ま
す
。

一部負担金の負担割合等の
特例措置が延長

健康保険および国民健康保険の被保険
者が私傷病の治療を受けたときには、医
療機関等に一定割合の一部負担金を支払
わなければなりません。

この負担割合は、年齢と所得に応じて、
70歳未満の被保険者と70歳以上75歳未満
の被保険者のうち現役並み所得者につい
ては３割、70歳以上75歳未満のうち現役
並み所得者を除いた被保険者は２割と定
められていますが、現在、後者の被保険
者については、暫定的に１割に軽減され
ています。この暫定措置が今年度につい
ても延長されました。

これに伴い70歳以上75歳未満のうち現
役並み所得者を除いた被保険者にかかる
自己負担限度額も据置となり、引き続き
①外来のみの場合は24,600円が12,000円
に 、 ② 入 院 を 含 む 場 合 も 62,100円 が
24,600円となります。

外国人労働者を
雇い入れるとき

外国人労働者については、「出入国管理
及び難民認定法」で定められている在留資
格の範囲内において日本での活動が認めら
れています。したがって、事業主は、外国
人を雇い入れるときには、「外国人登録証
明書」または「旅券（パスポート）」等に
より、氏名、在留資格、在留期間、生年月
日、性別、国籍等について必ず確認しなけ
ればなりません。

なお、在留資格が、「留学」、「就学」、
「家族滞在」の場合は、地方入国管理局で
資格外活動の許可を受ければ下記の範囲内
で就労させることができます。
a 留学の在留資格

原則として１週28時間まで就労するこ
とが可能です。また、その人が在籍する
教育機関が夏休み等の長期休業期間中に
ついては、１日８時間まで就労すること

が可能となります。
s 就学の在留資格

原則として１日４時間まで就労するこ
とが可能です。

d 家族滞在の在留資格
就労の内容、就労場所等について個別

に審査を受けた上で資格外活動の許可を
得れば、原則として１週28時間まで就労
することが可能です。
ちなみに、「永住者」、「日本人の配偶者

等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」につ
いては就労活動の制限はありません。

雇用保険の一般被保険者である外国人に
係る届出は、雇用保険の被保険者資格の取
得届または喪失届の備考欄に、国籍、在留
資格、在留期限、資格外活動許可の有無等
を記入して、雇入れの場合は翌月10日まで
に、離職の場合は離職日の翌日から起算し
て10日以内に所轄ハローワークに届け出な
ければなりません。 

この届出を怠ると、処罰の対象となりま
す。
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